
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
円形の半導体ブロック（１）と、その陰極側に互いに同心のリング（３、４、５、６）の
形で長軸が半導体ブロック（１）に放射状に位置するように配置されている多数のストリ
ップ状のエミッタ領域（８）と、エミッタ領域に隣接する陰極側のベース領域と、エミッ
タ領域を囲んでおり電気的に陰極側のベース領域と接続されているゲート電極（２）と、
２つの同心のリングの間でゲート電極（２）と接続されているリング状のゲート接触部（
７）とを有するＧＴＯサイリスタにおいて、ターンオフの際に最も外側のエミッタリング
（３）の外縁とゲート接触部（７）との間の電圧降下を最も内側のエミッタリング（６）
の内縁とゲート接触部（７）との間の電圧降下よりも少なくとも２０％だけ大きくするこ
とを特徴とするＧＴＯサイリスタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、円形の半導体ブロックと、その陰極側に互いに同心のリングの形で長軸が半導
体ブロックに放射状に位置するように配置されている多数のストリップ状のエミッタ領域
と、エミッタ領域に隣接する陰極側のベース領域と、エミッタ領域を囲んでおり電気的に
陰極側のベース領域と接続されているゲート電極と、２つの同心のリングの間でゲート電
極と接続されているリング状のゲート接触部とを有するＧＴＯサイリスタに関する。
【０００２】
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【従来の技術】
このようなＧＴＯサイリスタはたとえばヨーロッパ特許第　０１１１１６６号明細書に記
載されている。そこに記載されている実施例の１つは、陰極側のエミッタ領域が５つの互
いに同心リングの形で配置されているＧＴＯサイリスタを示している。リング状のゲート
接触部は内側から見て第３のリングと第４のリングとの間に位置している。それによって
ゲート電極の内側と外側との間の電位差は互いにほぼ等しくなる。この措置の目的は、タ
ーンオフ電流を高めることにある。
【０００３】
ＧＴＯサイリスタの作動の際にしばしばターンオフ電流は内側のエミッタリングに集中す
る。ここでは利用されるエミッタ面積が全エミッタ面積にくらべて小さいので、このよう
なＧＴＯサイリスタは特に内側リングの１つにおける過負荷により破壊されるおそれがあ
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、前記の形式のＧＴＯサイリスタを、ターンオフの際の電流がリング状の
ゲート接触部の外側に位置するエミッタリングに集中するように構成することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
この課題は、ターンオフの際に最も外側のエミッタリングの外縁とゲート接触部との間の
電圧降下を最も内側のエミッタリングの内縁とゲート接触部との間の電圧降下よりも少な
くとも２０％だけ大きくすることにより解決される。
【０００６】
【実施例】
以下、図１および図２を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【０００７】
図１によるＧＴＯサイリスタは円形の半導体ブロック１を有する。この半導体ブロックの
陰極側にストリップ状のエミッタ領域８が配置されている。ストリップ状のエミッタ領域
８の長軸は半導体ブロック１に放射状に配置されている。エミッタ領域８はそれぞれまと
められて互いに同心のリングの形で半導体ブロック１の上に配置されている。同心のエミ
ッタリングは外側から内側へ符号３、４、５、６を付されている。ＧＴＯサイリスタの陰
極側の表面はゲート電極２により覆われており、これはエミッタ領域８を囲んでいるが、
これと接触していない。その詳細は図２に示されている。
【０００８】
図２には、図１に示すエミッタリング４を含む部分の一部が示されている。ゲート電極２
は、エミッタ領域８がゲート電極２により接触されないように切欠部９を有する。
【０００９】
図１による実施例では２つの内側リング５および６と２つの外側リング３および４との間
にリング状のゲート接触部７が配置されている。これは電気的にゲート電極２と接続され
ている。
【００１０】
陰極側のエミッタ領域８およびリング状のゲート接触部７は、最も外側のリング３（半径
ｒａ 　 ）の外縁における電位が最も内側のリング６（半径ｒｉ 　 ）の内縁における電位よ
りも少なくとも２０％だけ大くなるように配置されている。この電位の調整はゲート接触
部より内側のリングの数、ゲート接触部より外側のリングの数およびリングの直径の選定
により抵抗を介して行われる。別の調整方法はゲート電極２のなかの個々の切欠部９の間
のゲート電極２の中央幅ｂ（図２）の選定により行われる。幅ｂの選定により、さらに外
側に位置するリング３のターンオフ電流に影響を与える抵抗が調整される。
【００１１】
しかし前記の電位比は、ストリップ状のエミッタ領域８の電流を導く面積がリング状のゲ
ート接触部７の両側で相互に調整させられることによっても設定され得る。個々のストリ
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ップ状エミッタ領域８の幅ａは電気的な理由から可能なかぎり小さく、たとえば数１００
μｍの幅にしなければならないので、面積はストリップ状エミッタ領域８の長さｌによっ
てのみ設定し得る。以下には、陰極側のエミッタ領域が８つの互いに同心のリングの形で
配置されているＧＴＯサイリスタに対する具体的な例をあげる。表中の寸法は上から下へ
最も内側のものから順次外側に位置するリングに関するものである。
【００１２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１３】
ストリップ状のエミッタ領域８の長さｌは両内側リング６および５に対しては２．５また
は２．８５ｍｍ、その他のリングに対しては３．２ｍｍである。幅はそれぞれ０．２１ｍ
ｍである。この配置に対して、外側リング３の外縁（半径ｒａ 　 ）とゲート接触部７との
間で測定して、１３７ｍＶの電圧降下が生じた。内側のリングに対しては、最も内側のリ
ング６の内縁（半径ｒｉ 　 ）とゲート接触部７との間で測定して、８６ｍＶの電圧降下が
生じた。両値は約７００Ａのゲート電流において測定された。ここで外側の電圧降下は内
側の電圧降下よりも約６０％だけ大きい。しかし２０％の差があれば、所望の結果を得る
ためには既に十分であろう。
【００１４】
【発明の効果】
本発明の利点は、ターンオフの際の電流がリング状のゲート接触部の外側に位置するエミ
ッタリングに集中することにある。ここではゲート接触部の内側のエミッタリングにおけ
る面積よりもかなり大きい面積が利用されるので、ターンオフの際の個々のエミッタの過
負荷が確実に回避される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例によるＧＴＯサイリスタの概略平面図。
【図２】図１の一部詳細図。
【符号の説明】
１　　半導体ブロック
２　　ゲート電極
３～６　　エミッタリング
７　　ゲート接触部
８　　エミッタ領域
９　　切欠部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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